
日本オンラインドラッグ協会ＪＯＤＡ（Ｊａｐａｎ Ｏｎｌｉｎｅ Ｄｒｕｇ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）は、

ひとりひとりの健康で豊かな生活を、インターネットをとおして支える活動を行う特定非営利活動法人です。

◇概要 ◇理念
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年４回程度

随時

『わたしたちは、インターネットを
活用して、薬物の乱用がなく、

一般市民が安全に医薬品を
購入できるような社会の実現に
貢献します。』

◇会員数

41名 （2008年3月現在）

全国20都道府県

◇JODAの取り組み

購入者の安全性確保と利便性向上に向けて、主に以下の取り組みを行っている。

・自主規制案の策定と推進：
インターネットを活用した医薬品販売において、購入者の安全・安心を確保するため、
薬局・薬店が行うべき取り組みについてまとめた、自主的なルール（自主規制案）の策定と推進。

・適正な医薬品販売のための環境整備：
購入者がインターネットを活用して安心かつ安全に医薬品を購入できるための、
適正な薬局・薬店数の拡大、ならびに啓蒙活動。

◇沿革

平成１７年１２月：
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保
するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の
会」（通称「ネット薬局の会」）を発足。

平成１８年 １月：
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな
情報通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。

平成１８年 7月：
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会として認証を受ける。

平成１９年 １月：
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。

平成１９年 １０月：
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。



日本オンラインドラッグ協会について

日本オンラインドラッグ協会は、正規の開設許可を受け、店舗を構える
薬局・薬店が、店頭での消費者からのニーズに応える形で、日本国内にて
情報通信技術を使用して医薬品販売を行う薬局・薬店の集まりである。

情報通信技術を使用した、
医薬品販売も行う。

薬局・薬店として、店頭での医薬品販売を行う。

・薬剤師等専門家が不在の事業者による医薬品販売

・薬局・薬店の開設許可を得ない事業者による医薬品販売

・海外からの未承認薬の輸入販売

・海外からの医薬品の発送

・国内未承認薬の販売

・麻薬やその他、非合法の医薬品の販売

その他、法の枠外で不正販売行為を行うあらゆる事業者、個人

日本オンラインドラッグ協会は、適正な医薬品販売を行う上で、
以下の販売形態との差別化、並びに撲滅を強く求めている。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

①商品の選定

②情報提供・相談応需

③購入意思表示

④販売の判断

⑤売買契約の成立

⑥金銭授受

⑦商品引渡し

※販売、引渡し終了後の情報提供・相談応需



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

①商品の選定

【店頭】

店内に陳列される医薬品から、購入したいものを選定。

【インターネット】

サイト上に掲示される医薬品から、
購入したいものを選定。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

②情報提供・相談応需

【店頭】

【インターネット】

問合せに対し、レジ、又は相談コーナー等にてスタッフが対応。

電話・メールなどで薬剤師が問合せに対応。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

③購入意思表示

【店頭】
レジにて薬局スタッフに商品を指定し、購入の意思を伝える。

【インターネット】
サイト上にて、購入ボタンを押し、お届け先を入力する（住所・氏名、
電話番号、メールアドレス等）。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

④販売の判断

【店頭】

販売するか否かの判断をする。

【インターネット】
顧客データから、これまでの購入履歴や年齢等を確認、販売するか否かを判断。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

⑤売買契約の成立

【店頭】
店頭にて販売意思を示し、商品の確認を行う。

【インターネット】
販売の意思を示し、商品を梱包して発送・報告。

○○○○○様
このたびは■■■■をご利用いただきありがとうございます。
ご注文いただきました商品を本日(■■/■■/■■)
発送いたしました。
-----------------------------------------
ご注文番号 ＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ビオフェルミンVC 120錠
@1,279× 1 = 1,279円
＊＊＊＊＊＊ゲルマニウム&チタン
三つ編みネックレス ブラックネイビー
@2,814 × 1 = 2,814円
-----------------------------------------
商品代金 ¥＊＊＊＊＊＊
送料・手数料 ¥＊＊＊＊＊＊
-----------------------------------------



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

⑥金銭授受

【店頭】
店頭レジにて、金銭を授受。

【インターネット】

指定された支払い方法にて、金銭を授受。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

⑦商品引渡し

【店頭】
店頭レジにて、商品を渡す。

【インターネット】
配達業者により、商品をお届け。



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ

※販売、引渡し終了後の相談応需（情報提供）

【店頭】
問合せを店頭にて応需。

【インターネット】
メールや電話、問合せフォームにて随時相談応需。



情報通信技術の活用について

情報通信技術（インターネット）を活用した医薬品販売は、管理薬剤師の
管理・監督の下、安全・安心の確保を第一に行われている。

情報通信技術（インターネット）を
活用した医薬品販売

＝

安全・安心 ＋ 利便性

安全・安心の根拠：

①薬局・薬店として店頭販売を行う薬剤師によって開設された、

正規の薬局・薬店によって運営されている。

②商品ごとに、添付文書提示や内容物の画像提示、禁忌情報の

提示など、十分な情報提供を行っている。

③購入の過程で、チェック項目の承認や購入履歴の確認など、

個別に薬剤師が精査している。

④購入の有無、または購入の前後にかかわらず、薬剤師との個別

相談を様々な方法で応需している。

利便性の根拠：

①薬局・薬店に出向くことが、地理的・時間的に困難な方からの

要望に応えられる。

②いつ、誰に、どの医薬品をいくつ販売したかが

全て特定できるため、販売後の注意喚起などが生じた際に、

連絡が速やかに出来、購入者の安全確保ができる。



安心・安全の根拠：①正規の薬局・薬店による運営

日本オンラインドラッグ協会の会員によって運営されている、情報通信
技術を使用した医薬品販売は、すべて薬局・薬店として正規の開設許可を
得て店舗を構える管理薬剤師の管理・監督のもとに運営されている。

例）

例）



安心・安全の根拠：②十分な情報提供

商品ごとに、添付文書提示や内容物の画像提示、禁忌情報の提示
など、十分な情報提供を行っている。

添付文書は全文掲載することで、購入前に内容を確認可能。
医薬品に関する詳細情報は、購入の有無にかかわらず、納得のいくまで
確認・吟味した上で、医薬品購入について検討することができる。

例）



安心・安全の根拠：③個別に購入申込受付前の確認

購入の過程で、チェック項目の承認や購入履歴の確認など、
個別に薬剤師が精査している。

例）

例）



安心・安全の根拠：④薬剤師の個別相談応需

購入の有無、または購入の前後にかかわらず、薬剤師との個別
相談を様々な方法で応需している。

相談や質問したい場合に、問合せ先がすぐにわかるようになっている。

例）

周囲の目が気になる相談や、顔を合わせての相談が憚られる内容も、
安心して相談ができる。

電話相談やメールで相談する際の連絡先が、医薬品購入画面ごとに表示される。

例） 例）



利便性の根拠：①地理的・時間的制限を補完

薬局・薬店に出向くことが、地理的・時間的に困難な購入者
からの要望に応えている。

時間的制限のある購入者：

お子様が小さくて、お買い物に行けない、
要介護者がいて家をあけられない、
共働き世帯など、多忙で開店時間に
買い物に行けない 、など。

地理的に制限のある購入者：

近所に薬局・薬店がない、外出が
困難で店舗に出向くことが出来ない、
など。

薬局・薬店が少ない地域など、医薬品の購入が困難な

地域、また店舗に出向けない場合も含め、医薬品の

供給が可能。

（参考）日本国内における、買い物が困難な消費者の存在について

近隣に薬局がない過疎地の在住、
小さい子供や要介護者などがいる家庭、
共働き世帯など、
店頭に出向いて商品を購入するのが困難な、
消費者が存在する。

・共働き夫婦 961万世帯
・長時間労働者 725万人
・高齢者 2660万人
・過疎地域住民 1068万人

※長時間労働者：週間就業時間60時間以上の労働者 高齢者：65歳以上の生活者
（出所）総務省「労働力調査（平成18年平均、年報）」「人口統計」 総務省自治行政局過疎対策室ＨＰ（平成19年10月1日時点の過疎地域の状況）



利便性の根拠：②販売した医薬品の追跡が可能

いつ、どの購入者に、どの医薬品を販売したかが、
全て特定できるため、販売後の注意喚起などが生じた際に、
連絡が速やかに出来、購入者の安全確保ができる。

例）
厚生労働省や、医薬品メーカーからの重大な
お知らせなどに関する注意喚起

販売した購入者へ、個別に直接連絡、
迅速に注意喚起の告知と購入者の
安全確保が可能

購入者ごとに、販売履歴を確認する

ことができ、また購入者の住所や

氏名等も、共に把握しているため、

緊急時の情報提供等が迅速に行える。


